
地方消費税交付金が充てられる社会保障施策に要する使途状況 

 平成 26 年 4 月 1 日に消費税率（国・地方）が 5％から 8％へ、さらに令和元年 10

月 1 日には 8％から 10％へ引上げられました。この引上げ分の税収については、社

会保障の充実に要する経費に充てるものとされています。 

本村の令和 6年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）

の充当状況は次のとおりです。 

歳入：地方消費税交付金（社会保障財源化分）・・・ 87,150 千円 

歳出：社会保障 4経費その他社会保障施策に要する経費・・・ 1,121,402 千円 

 

 

※上記において、端数処理により必ずしも合計額と一致しない場合があります。 

※決算ベース・地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業区分に要する一

般財源の比率に応じて按分して充当しています。 

※事務人件費は、決算額から除外しています。 

                                            

（千円）

地方消費

税交付金

高齢者福祉費

障害者福祉費

児童福祉費 等

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険 等

保健衛生

健康増進 等

1,121,402 558,006 89,074 87,150 387,172合　計

保健衛生 53,995 9,534 3,474 7,531 33,457

165,495

社会保険 296,735 62,541 3,606 42,367 188,221

社会福祉 770,671 485,931 81,994 37,252

事業名

令和6年度
決算額

財源内訳

特定財源 一般財源

区分 小区分 国県支出金 その他


